
オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要について
（平成20年12月9日現在）

環境省による「カーボン・オフセットに用

オフセット・クレジット （J-VER） って何 ･･･？

環境省による「カーボン・オフセットに用
いられるVER(Verified Emission 
Reduction)の認証基準に関する検討
会」の議論におけるオフセット・クレジッ
ト(J-VER)制度に基づいて発行される

国内における自主的な温室効果ガス
排出削減・吸収プロジェクトから生じた
排出削減・吸収量を指します。カーボ排出削減・吸収量を指します。カーボ
ン・オフセット等の自主的な取組に活用
可能です。

信頼性ってどうやって担保されているの ･･･ ？

市場で流通するものであり、取引を安心して行えるよう、国際的な考えとも整合を保ちつつ、常市場で流通するものであり、取引を安心して行えるよう、国際的な考えとも整合を保ちつつ、常
に高いレベルで安定した品質が確保された制度から産まれたものでなければなりません。
その目的を達成するため、本制度は、ISO14064-2 及びISO14064-3 に準拠した制度であると
ともに、温室効果ガス排出削減・吸収量の検証は、原則として、ISO14065 で認定された検証機
関が実施することとしています。

どんなプロジェクトならJ-VERプロジェクトとして認められるの ･･･ ？どんなプロジェクトならJ-VERプロジェクトとして認められるの ･･･ ？

国全体として温室効果ガス排出削減対策を促進させるものであることを確保するため、オフセッ
ト・クレジット（J-VER）発行の対象プロジェクトは、本制度が存在しない場合に対して「追加的」な
温室効果ガス排出削減をもたらすことが求められます。

本制度では、制度運用側が積極的に促進支援すべきプロジェクト種類を特定し、「ポジティブリス
ト」として登録し、併せてプロジェクト種類ごとに「適格性基準」を示しています。プロジェクト事業
者は、ポジティブリストに掲載され、かつ各プロジェクト種類で要求された「適格性基準」を満たし
ていることさえ証明すれば、プロジェクトの追加性を立証したとみなされます。ていることさえ証明すれば、プロジェクトの追加性を立証したとみなされます。

J-VER制度には、どんなルールがあって、何を読めばわかるの ･･･ ？

オフセット･クレジット（J-VER）制度のルールは以下の資料にまとめられています。全て、気候変
動対策認証センターのウェブサイト（http://www.4cj.org/index.html）で見ることができます。

項目 参照すべきガイドライン（名称は全て仮称）項目 参照すべきガイドライン（名称は全て仮称）

制度全体ルール 「オフセット・クレジット（J-VER）制度実施規則」

排出削減量のモニタリング・算定ルール 「オフセット・クレジット（J-VER）制度モニタリング方法ガイドライン」

排出削減量の検証ルール 「オフセット・クレジット（J-VER）制度モニタリング報告書の検証の
ためのガイドライン」

対象となるプロジェクト種類一覧 「オフセット・クレジット（J-VER）制度におけるポジティブリスト」

カーボン・オフセットフォーラム

個別プロジェクト種類の排出削減量算定方法 「オフセット・クレジット（J-VER）の排出削減・吸収量の算定及びモ
ニタリングに関する方法論」

J-VER 認証運営委員会に関する規程 「オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会に関する規程」



どこで誰が何をする必要があるの ･･･ ？

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業者 検証機関 認証運営委員会 認証ｾﾝﾀｰ

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄの設計 ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ、適格性
基準、方法論設計

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの計画

申請

登録

基準、方法論設計

計画

方法論、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
に則って申請

申請受理/確認
確認・受理→意見募集

登録審査/登録

申請書提出・申請

登録

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

検証

登録審査/登録
認証ｾﾝﾀｰによるﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ、運営委員会が登録

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの計画

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施、報告

検証
検証報告書作成

登録通知

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ報告書の提出

認証

J-VER発行

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄの設計

認証

検証報告書に基づ
き認証

J-VER発行

J-VER発行 J-VER管理 登録簿でJ-VERを管理する

検証報告書の提出

J-VERを事業者の口
座に入れる

オフセット・クレジットとして申請したい！！そんな時は ･･･ ？

オフセット・クレジット（J-VER）は環境省が検討してきたものですが、制度の運用については、現在「気候変動

対策認証センター」が実施しております。申請書や最新のポジティブリストを含めて、こちらのウェブサイトに必
要な資料は全て掲載されていますので、ご参照ください。
URL ： http://www.4cj.org/jver/index.htmlURL ： http://www.4cj.org/jver/index.html
TEL ： 03-5425-3744、 E-mail ： info@4cj.org
また、J-COFでも、一般的な相談について受け付けておりますので、お問い合わせください。

＜カーボン・オフセット関連ガイドライン＞
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline080207.pdf

参考ガイドライン・ウェブサイト

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/guideline/guideline080207.pdf
「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン（Ver.1.0）」

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12336&hou_id=10347
「カーボン・オフセットの対象活動から生じる GHG排出量の算定方法ガイドライン（ver.1.0）」

http://www.j-cof.org/document/GHGguideline-ver.1.pdf
＜カーボン・オフセット関連情報＞
環境省ＨＰ カーボン・オフセット http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
カーボン・オフセットフォーラム（J-COF） http://www.j-cof.org

（カーボン・オフセットに関するＦＡＱ -Ver1.0 http://www.j-cof.org/knowledgepool/faq.html 等）

カーボン・オフセットフォーラム

-Ver1.0 http://www.j-cof.org/knowledgepool/faq.html
カーボン・オフセットに係る第三者認証・ラベリングについて http://www.4cj.org/label.html
あんしんプロバイダー制度について http://www.4cj.org/provider.html
オフセット・クレジット(J-VER)制度 について http://www.4cj.org/jver.html

カーボン・オフセットに関するご意見、ご質問は
カーボン・オフセットフォーラム(J-COF) ヘルプデスクまで

（社）海外環境協力センター（OECC)内
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-8 芝公園アネックス7階

E-mail: info@j-cof.org TEL: 03-5776-0402


